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右綿ばく露作業による労災隠宅等事業場に就労した労働者等へ＂他康管理手帳制度

及ぴ労災補償m,1度特，，u遺族給付金御店の周知について

標記に引、ては、平成26年度の石綿まく露間緯による労災認定：等事業場（平成幻年

12月公表事業揚に限るJの事業主に対して本日付けで局荷主要請文及びリーフレツト

を送付」離職者を含む労働者及びその遺族に対する健康管理手掛制度及び労災補償制

度。特別遺族給付金市度F周知並びに当該暗主乱の実施状況についての鯛奈への協力を依

頼したところである。
ついては、事業場噛係者や閉働者等から相談等があった場合に、局署連携の上、丁寧

な対応を行うこと等により、石綿健康管理手帳銅度及び労災補償制度等の一層の周知に

努められたU、．



平成27年 12月16日

壷皇主盈量盤全

～石綿ばく露作業に従事されていた労働者等に対する健康管理手帳市度と

労民補慣制度・特別遺族特付金制度の周知のお願いについて～

労働基調降府政の推進につきまして、平素から御協力を賜り、厚く御礼申し上すます。

さて、右綿による疾病は石綿にさらされる業務（lo(下『右綿業務」といいます．）

の開始から 3C年～4β年という長期間を経過した後に発信することが多いものです巴この

ため、既に荷量調鼓された方を含め、石綿関連疾患を発症された方には、過去の右綿業務が

原因となって発症したものかどうか気付かない方や、健j肢に不安をお持ちになっても、

対処の方法がわからなbすがいらっしゃるととが慰念されます。

このため、厚生労働省では、右綿を取り扱って，，t＂評議場の事業主の皆織に対して

現在も勤務されている労働者の方々はもとより、既に離職されている労働者やその御噛

族の方々に右綿健康管理手嶋市度 労災補償制度及び晴男遺族端付金制度の周知と請

求等の勧奨を行っていただくことを要閣しています．

つきましては、貴事業場におかれましても、既に能職されている方を含め、食事業

場で右抽婁務に従事していが労働者やその御潰龍の芳々に対L.

①右描健康管理手幅制度の周担と申帽の勧曇

②場後輔償制＂＇i-特則遣龍酷付合制JI'の周姐Jい暗3食の勧奨

をしてし、ただきたくお願い申し上げますa （制度の概要や申請手続き等については、

別添1を御参照〈ださい．）

これらの嗣度をお知らせu、ただく際には、同封した労働者やその御遺族の方々への

お知らせの文書｛別議2）を参考にしてくださ，，.



なお、今後の発果的な惰皮周知の方法などの参考とさせていただくため、食事業場に

おける周知等の取組状況を把握したいと考えております。重ねてのお願いで械に恐れ入

ります沿え食事業揚での周知等の取組η実施状況（今後実施予定のものも含みます巴）

につきまして、刑事盈3の姐奇麗に祖国原λいがが脅目輔の寂信岡封筒Iご..I::色J 寧成

主主主主且主旦旦」且Lまでに送れ、ただきますよう 併せてお願い申し上げます．

今回のご案内につきまして、ご不明な点等ございましたら、最寄りの労働基携喧官署

や新道府県労働局にお問い合わせくださu、．

【参考1周知の取組例（これまで把侵した実例）

O 般職が決定した労働者や退職した労働者について、国が作成したパンフレγトを抱布すると

ともに、石綿作業従事密等の確認丞オすっている園

0 退職した労働者の自宅に訪問し、石綿健康管理手帳節度、労災補峨陥度 特別遺族給付金制

皮の説明を行っている。

0 自社のホームページに石綿健康管理手帳怖度労災補償融度特別遺族給付金佑皮の情報を

掲載し、周知している．

。定竿退聡油明会や OB会で石綿健康管理手帳制度、労災補償制度 特＇＇＂監族描付金制度につ

いて説明を行い胸連資料を配布している．

O 石綿健康管理千4長を所持する方の健康診断受診状況の確認や受秒案内停を行っているa

0 自社に相談窓口を設置し、退職されたW局者やその家族む含め、石綿健康管理手授制度、労

災補償限度、特見遺族給付金階段の閥求等に関する各種相談に対応している＠

厚生労働省労働基準局

補 償 課

安全衛生部労働衛生課



｜石輔健闘理手帳制度且ぴ労提補償制鹿等の概要｜ ,,1添1

右組健康管理手帳•＝ついで

部標識をZ薬害i錯綜if！言職
とした健康管理手帳制度を設けています．

J指官官諮問；たti守れた医癒健闘で決問時期巳盤阻圭

※宥綿業務に従事していた狩は．石綿の製造や取扱いの業誘（直接業務）だけでなく.1,1
じ作讃場肉で石綿脊直縫取り扱わない君臨務｛周辺業務｝に従事l ー曹のお綿ぽ〈震の
日間棚田間柑復川町

〈〉申楕手続き

住：：.ξる措時期苦言：r，：；凋帯:i::tlo,'~，i黙E民生調き2
手提 話器思議fJ鹿児志、最寄りの都道府県労働局において酎付何時

場2佐保障曲付と特盟Iii貴旗曲す金について

〈〉労災保険給付

給認君主主高＝~：謀高官＝~：：，t：主も連携？方は療養棚
1諮鐘翠j謀略＼1;/i仕掛問那智図書君

。特別遺族館付金
有線l::..t~牢指leよ吋ず』と紅、t－場働者の御宿龍示場筋侵除＂＇＇貴様補償給付務
事lす緬州町【5><1により四月に封L~Jfr:;:>;;11,烹1

特別遺族給付金は御遺族σ状況に応じて年金又は一時金が支給されますが、
年金の支給は鱗求目の寓する月の翌月分からとなりますので速やかにZ青求されるこ
とをお勧めいたします．

。明書聖錦1宏明書持者晶：臨し榔：：.拡
は、注意喚起を行う必要があります，

切るtt,認が・ 議員丹治協里離%程話再認
い場合があり、労災険給付等¢蹄求をしていなわこと〓 るためです。

〈〉楕求手iき

労噛ti"t諸君車問想店主弘可苦手を時する労働基準間署に対

※稽求革緒費や制愈に閉す，.御綱初ば暢客”の明働基準需督署や都福崎県労働
局において蚤け付けてい家すので、お気軽に御相談ください．



見岬添2

石町l:::ff:&.ttt.'t"L吋輔の智駐叩印刷蹴醐ヘ

石綿健康曹理手帳と労災補償制度・特別遺族給付金制度について

厚生労働省では、右綿にさらされる業務（以下「石綿業務」といいます。）に従事し

ていた労倒者情住職された方を含みます。）の健康管理対策や労災補償などを行ってい

ます．

下詑1に核当する方は、健康管理手帳の受付を受け、 5か月に1回無料で健康診断

を受けるととができますので、最寄りの都道府県労働局に御摘談くださいB

また下記2に核当する方は労災補償等の対象になりますので、最寄りの労働基準

監督署に符同調談ください。

記

1 右綿健康管理手帳制度（相岨申惰先都道府県労働局）

石綿業務に従事した後に転職や退職をし、現在は右綿業務から離れている方が対象

で、具体的には次の（ 1）～（ 3）のいずれかに該当する場合が対象です。

( 1）石綿の製造や取扱いの業務（直銭業務）またはそれらに伴い右綿の粉じんが発散

する場所での業務（周辺業務）に従事し、一定の右綿ばく館所見がある方

〔2）以下¢官業に 1年以上従事していた方（ただし初めて石綿の粉じんにばく露し

た日から lO年以上経過している必要があります．） （直接業務のみが核当）

石綿の製造作業

・右綿が使用されている保温剤や耐火被覆材などの鮎付け・繍修・除去の作業

石綿の吹き付けの作業

石綿が吹き付けられた建築物や工作物の解体破砕などの作業

(3) (2）以外の右綿を取り扱う業務に lO年以上従事していた方（直綾業務のみが核

当）

(4) (2）の作業に従事した月数に lOを掛けた数左（ 3）の作業に従事した月数の合

計が 120以上となる方（ただし、初めて右綿等の粉じんにばく露した日から 10年

以上経過していることロ） （直接業務のみが核当）

2 労災補償制度特別遺俵給付金制度（相践筒求先労働革旗監督署｝

( 1）石綿業務が原因で肺がんや中皮腫等の疾病を発症した方や、それらの病気により

亡くなった労働者の御虚族

(2）石綿による疾病により亡くなった労働者の御遺族で、時効（5年）により労災保険

の遺族子補償給付を受給することができない方



退職された労働者等に対する労災繍償制度等の

周知の取組についての概査察

壷重重量

畢昌主亜且畠

別窓3

悶1 退職された労働者等（※）！こ対して石綿健康管理手帳制度労災繍償制度等の

周知を行いましたか（行う予定がありますか）。

1 1まい

2 いいえ

※ 「退職された労働者等」とは、現在も勤務されている労働者の方々．既に離

職されている労働者の方々やその御直族の方々を指します。以下同じ．

問2 問1において1と回答された場合、どのような取締を行いましたか（行う予定

がありますか） . ！察当する番号にOをお付け〈ださい〔複数回答可）．郵送した

件数等取組の実績についてもお分かりになる範囲で御犯人〈ださい。

Gl退職された労働者等の会員または一部に対して健康管理手帳制度労災繍償

制度等のリ フレット等を郵送等により提供している（予定を含む〉．

退職場価岩第「罰諜寄与しが件数 蛙

由 自社のホームページに健康管足手幅制度ー労災繍噛制度等の情報を掲載してし、

る〔予定を含む）。

R 自社に相級窓口を設置し、退曙された労働者等からの健康管寝手帳制度・労災

補償制度や、石綿による聞康障害等に関する相談に対応している｛予定を含む）．

相髄対応等脊行っle件数 件

＠退職された労働者等のうち、健康管哩手帳制度 労災補償制度等の対象となる



可能性のある方への申諸手続等の支援を実施している（予定を含む〕。

廟諸革緒＂＇の亨糧事符つが件数 件

⑤その他の取姐

［お願い］

情報の提供等に使用した返知文又はリーフレット等がある場合は、車呈盆圭畠畳

け＂主すがー制聞輔 lで＜戸＂＇

問3 問1において2と回答された場合、どのような寝自で周知を行っていないのか

（行う予定がないのか〕御肥入〈ださい．

FM 退職された労働者等に対する情報の鑓供等において．どのような情報が役立って

いるものとお考えでしょうか。該当する番号にOをお付け〈ださい（復数回答可〕．

由労災補償制度特別遺銭給付金制度や請求手続等に閲すること．

②健康管理李相制度及びこれに基づ〈健凍鯵断に関すること．

③事難場における石綿による疾病の健康相餓窓口に関すること，

＠事業場における過去の石綿製品の使用管理状況に関すること．

⑤事業績における石綿による疾病の発生に関すること個

⑥その他

問5 退職された労働者等に対する健康管理手帳や労災繍償制度等の周知筒求勧奨の

取組について、固に要望したい事項はどのようなことですか。骸当する番号にOを

お付け〈ださい． （複数回答可）

由マスメディアを活用した周知田広報の拡充

②個別事業犠！こ対する制度の周知の拡充



{l) 事業場における聞知の取畑に対する固からの支後

⑥その他

間査は以上です．御悩カありがとうございました．

調査について．御不明な点等がございましたら、下包担当事でお問い合わせ下さい．

厚生労働省労働基準局械償課業務係（担当佐藤、夏井、酉）

TEL 03-5253-1111 （肉546 6) 

FAX 03-3502-6488 



～平成21年4月1日より周辺業務も対象となります～

開働官主出生法施行令等の改正により、石綿業務に従事した盟堕重量盟皇主 I 
主歪豊里璽霊童堕田到す対象聾務が平成21年4月1目より拡大されます。己
れにより、石綿を製造し、又は取り扱う業務（直接業務）だけで砿く、同じ作

業場内で石綿を取り扱わ広い業務（周辺業務）に従事し、 定白石綿ぱく露目

所見がある方も豊塵宣車圭堕田空付回対象となります。

忽お、石綿業務に従事するJZIま週去に従事していた労働者に対して事業者が

翼施する置喧堕塵墜堕の剖象業務にも周辺業務IJ＇加わります。
・・……・・・．．．．．．．．．．．・・・・・・且・・ー…・.., 

右柚業務に従事していた方については、将来、肺がんや中皮彊琢どの健康拙奮が
生じるおそれがあります。これらの疾病については石綿にさ5されてから発活ま
での期聞が非常に葺く、離職後に高躍する己とが多いため、盤車豊理主盟盟皇を誼
lオて、躍瞳量型健康管理を行って怠ります［※）。
健康管理手帳の史対を到すると、指定された医漕醐聞で決まった時期に、健康診

断を6ヶ月に1回、無料で呈けることができます。
悲お、事業者が労働者に対し亡実施する健康器舗の費用は、事業者の負担です。

終健康管護手帳の対象と怒る方拡過去に石岬業務に従事レており、その後に転職又会担職し、
現在は右備業務から隣れている方と怒ります．

厚生労働省都道府県労働局・労働基準監督署
平成21年3月

「

」



「

錦誕臨韓議議蕗韻お必

l以下の波線部由業務が、今回新たに対象として追加されました。

石綿（己れをその重量の0.1パーセントを超えて吉有する製剤その他の物を

含むJの製直立は田級いの業務（臨接義務）及び圭E旦E堕日買鰻虫想見主至
理型空杢里思設立至璽昆虫翠聖聖1が対象です。直銭業務の代表倒として
は以下のような作業があります。

・車問船舶内の巨切5れた空間におげるE綿を取り担う作業

・石綿の欧付l才作業

・石綿製晶が被覆材立は建材として周Uられている建吻等の解体作業

・石綿製晶の製峰工程における作業

l「周辺業務jの対象者とは？

石綿の製造立は取扱い業謂（直接業務）に伴い毘生した石綿紛じんによる健

康被害を防止するため、聞係者以外の宣＞..総仕繕置を冨じるよう観宣された作

業閣内で石輔を取D援わない作業IC従事し、石綿の粉じんにぱく露したおそれ

がある方が対象となります。拡お、当該作業に従事していた時に、 E塑）；＿圭呈

じん肺値庫Ill断を吏E参されていた方跡、対象となります。

組語醤詞鴎鎚畠網島治

次のいすれかの要件に該当する場合、健康管理手帳IJ＇交対されます。

(1）両肺野に石綿こよる不童形陰彩があり、立ま石綿こよる胸麗耳目厚があること。
｛直接禦務麗ぴ周坦饗痛が対卑】

（目下記,0）作業に1年以上世事してし1/t方。 σとだい相暗て石棉の粉じんにぱ

く麗した日わら10年以上経週しτいる己とJ
信一揖E陸 ?t!!'.塑量l

．石綿の製造作業

・石摘が使用されているイ呆温材、耐火被覆材等の張すl才、補修もしくは除去畑

作業

・石瑞の院付け刷宇業主Iii石綿が吹き付け5れた建築物、工作噛等の解体

間砕等の作業

(3) (2）の作業以外の石珊を取り担う作業に l0年以上組事していた方。

(l!i接雛務のみb＇対Ml



（注意事項）

①対象者l武石綿作業！と豊重k主世事してい1と方に問己れます。
＠究付要件の（2）、（3）両方の世事匪がある方については合算することがで

きます。（2)a;世事用間四月数をl口惜し、（3)o;世事用聞の月数に足し

合わせ、合計が120ヶ月以上¢場合 C［志、手帳を到プ取ることができます。

〔例） 〔2）に6ヶ月間、（引に6年間世事してし1/t場合

→〔6ヶ月× 10)+6年（72ヶ月）＝ 132ヶ月孟 120ヶ月

→手帳を到才取ることができます．

詳細につきましては、下記の厚生労働省ホームページをE参聞ください。
・「石綿にさ5される作業に雄事していたのでは？JbD配されている方ヘ
lhtto://w, w.mhlv田口／new・info/fcbetu/roudocsekimen／「cudcc svae /ind ax.html) 

・同羽田に関する健康管理手慢Jの交付について
(htto:/iwwM.mhlw.go.io ceo lnfo/kobefu／剛doc,sekiman/techo/inrle,.html) 

・右綿崎康診断耳ぴ石綿曙康管理字国の対象者の見直しに聞するQ&A
Chtto：／川w,.mhw.go.io new info/kobet凶cudousekimen／田 090401-l.htn前

“出I開歯耀議縫議楢訟

離躍！OJ障に！手事業滑の所在地を管轄する都道府県労働眉へ、離潤の後は申請

者の住所地の都道府県労働局へ申請してください。労働局による審査盟、交付

要件に該当する場合には手唱が空付されます。

①豊里宣車呈堕呈旦里盟量
骨申楕者本山お•！，’脅した雛務歴
上記'.D、①に加えて

①石綿乍業（直接作業及び周辺作業）に従事していたとと及び世事期間につ

いて記載された聖聖重亜里塑璽
也事業者の証明書が得られ＂＇い場古、または不十 jJ琢唱合には、里畳童旦車

皇置に加えて、石綿作業に世事していたこと丑び従事期聞について記載さ

れた2名以上のE盟童mil堕量
R車業者の証明書、同僚者の証明書ともに得5れ芯い場合、豆は不十分な場

合には、里堕重旦里韮里に加えて‘事国鍵姻における百綿健康E診断の本人へ
の緒県週掴、社会保閣の彼保障者但館、給与明細、置周保険｛己係る置明．

を謂付してください。

・吏付要件の（l)に誼当する場合ま レントゲン写真、CT写真、じん肺瞳康

露断結漂証明書等も提出してください。

「

」



．健康管理手帳交付申請書、申請者本人が記載した業務歴、事業者の証明書、

申請者の申立書‘同僚者の証明書については蹄定の周崎老健闘してください。

・必要に応じて、申請者、事業者、閏僚者叩方への聴き取り調査力lfiわれるこ
とがあります。

．氏名、住所、電話番号等の個人情報は、健康診断の案内を通知するため都

道府県労働局より健康診断を実施する医療機聞へ提供されるととがあります
のでE了承ください。

・申請時に提出された書類｛志、レントゲ〉等の写真を除き返却いたしかねます
のでE了承く花さし，.

．申舗に必要芯もののうち、①，Jilぴ⑨のみでの申輯は認め8れません。

..陸康冒理手帳の詳細については都道府県労働眉（安全衛生理立は兇働衛生課）
卜一寸号お間出合わせぐ世さ加古

．健康管理手帳の交付を豆けられた方であっても、石綿による疾患（注）を発

症し、労災請求した場古には、労働基準監督署において石綿lまく愚作業世事

歴等を調査の上、認定基準に基づいて業務上の疾病に該当するか百かを判断
する己とに怒ります。

・なお、労災請求については最寄りの労働萎準監督署にお問い合わせください。

は）石怖による疾害石綿凪肺がん、中皮圏、良性百闘胸水ぴ＂ん金胸膜肥厚



ご家族に、肺がんや中皮腫などで
亡くなられた方はいませんか？

〆二＝：－刊 ,- ＝＂＂＇~一一手一一『
息切れ、胸が苦しいなどの
症状が出ていませんか？

円

三ι一一ι与~ _;_____;t 主主 ' 」 • 

・目標曹司開堅調胃層圏曹関贋哩間璽－理閉”

E謹盟書醤謹謹彊圃圃圃圃圃幽画面三j

・努J色当たりのそる方は、以での機関仁ご相談ください。J
ーお近くの労動 準監襲署ま足立都道府県勝動局
：目玉立行政ぶ環境再［章受 書.CERQ&t,1＇ιm... L山

ぞう操縦輪在盟主主鱗知町



I・石締（アスベスト）による疾病

惨石綿は、極めて細い繊維で、熱や摩僚などに強〈、丈夫で変化しにくいとし市特性を持って
いることから、過去に右綿が大量に輸入され、さまざまな工業製品に使用されてきました。

砂このため、E血盟盟主童畳に関わった方や需綿製息手取山＇＂弓塞掌 f倒謹設業指船業3
で仕事をしたことのある方は、石綿を吸い込んだ可能託金が高いと言えます。

~また‘仕事中に有綿を吸い込んだ方が緯ち帰つが作業婚なEに付着l ト右綿歩手＂＇，安
革且1且U品企ι病気になることもあります。

炉石綿を吸い込むことにより発症する疾病には、町耐慮隠＂＂がふ品店抽附由＂まん
件胞贈＂置白隠件右綿胸＂などがあり．坪吸器系の症状がよ〈現れます園

砂石綿による疾病は、右綿棒服っ7か＂＂常 f::-15-l、伝同事解て鋒庶することが大きな特徴で
すoC例えば、中皮腫の場合、その多くが35年前後という長L可普伏期間の後に発症するとさ
れています。〕

i・石綿が原因で病気になった場合の補償・救済制度

あなた（または亡くなったご
家族Jについて、屋飾から
「石綿（アスベスト）が原因の
病気ですJと言われたら

※石綿が原因の病気になっていな〈ても、過去に右綿！こ倒する職歴
がある場合などは年に2回無料で健康診断を受鯵できる『右側健
康管理手帳Jの交付を受けられる場合があります．
お近〈の都道府県労働局へご相談ください図

一
あなた（または亡くなったご家族〕は仕事で石綿を取り扱ったことがありますかっ

~ 

hまい 11 柑醐出、r輔の醐醐わず‘軸＝使用され賃金を支払
LニヱニーJI わ机る者Jをいいアルパ＜トやパートタイマ「などの沼周務自慢は問
－守司ヤ司・ いません

盟鐙量堕量l度目る『労災保険給付」
または

石綿櫨鹿被害教遺制度による「特引遺族給付金」
【労災保院の＂篠補償給付の鴎求権を 5年初時効！こより失った場合）

を受けられる場合があります，

一歩紹t斤〈田明偶副主基準欝画書誌炉悦輔自首席月間境問扇こ

己相談ください． 、

（連絡先は宅4ぺージ「お周い合わせ先ー覧」吋 ‘L J 

右組健塵植審軸靖制度

による「救清給付J

を受けられる場合があります．

ーシi狙斗量撞亘主量主畳撞こ
己紹麟くださ＂＂

（フリーダイヤル〕 a田，
0120ト－389-931 ER& 

女各給付の詳しい肉容は．次のページの一覧表をご確認ください。

2 

〉



（・各制度の概要（一覧）
、、、、 世誕保障結付 特別遭聾柏村金 融清給付

支給対象者

。特労別働加者入ま者たは労災保険の
平に：.特Aよ成別）る2加8病年入気3者月で2を死6含亡日むました｝でのに労遺石働族綿者

。事右労綿を災し健保て康険い被た等害かの者ど対（う有象カ摘と刈まなを聞ら扱いなういま仕

せん〕
②よ＂①の遺族

復！米こ労限を時災峠効保す何設．年の｝遮に旗よ繍り5償たっ給た付場腸合求
②よ記①の遺族

（，）中庭園
（，）中皮.. 

(b) :s綿起因性肺がん i:i石右び綿柿まん起肺性因胸性膜肺肥が厚ん
対象疾病 i:i石t良Fま性綿ん肺石位綿胸胸膜水肥厚

う総も＇.＇~＇に＇＂限まリ著容しすい．呼吸後能障害を伴

・右綿取り扱い工場の近隣に居

・石綿の吹き付け
・位有し綿て取いりた扱いエ塙で倒〈人の作

さ主石らなさ綿機れこ会る
・右綿綿を含曾むむ建製品物の解体
・石を の製造、加工 業着を洗端していた

・労災保障の対日説仕と事なをらしなていL人が、
などを行う場合 右側を取り担う して、た

などの場合

①特－寵労別養働加補者入償ま者た給は付労（自災己保負棋担のな ①有労綿災健保原険被等害の者対象とならない

しで治療が畳げられます） ー特別遺族年金 －医療費（自己負担分）

－休業補償給付（注） （原則240万円／年］ ー癒養手当｛的10万円／月）

給付肉容 ②よ記3の遺族 または
②よ記①の遺怯

遺（年族金補ま償た給は付ー時】 ，特別週陸一時金 －特別遺旗弔慰金〔埠）

時金） (120日万円） (2印万円〕 など

など

が（注異）なご本りま人すの。賃金により給付額
（た注塙）ご合本．人が申請しないま宮亡く怠っ

給付内容により異なります。
給期付によのり種具類なり対ま象す疾巴病、死亡時

情求期限
B本年根遺で人銭が時補亡期，；，償なニ給よっり付た消の目滅購のし求裂ま権回すはか．、らご; 

平成田年3月27日併目〉
く例〉

〈弔中な皮慰っ腿金たで等方平請の成求ご1甥遺8年厩篠3にR平よ2成6る3日特4ま年別で3遺Rに族2亡; 

日〈布図〉

お近〈の労働基準監督署または都道府県労働局 ［掛）環境再生保全櫨槽

相餓先 脅各「労給災付保に険闘相す政るダイ般ヤ的Jなりごで質も問受けこつ付いけててはいます． 血‘L九ノ 〔フリーダイヤル1 ~’品ーE同， － 
0120 389-931 

詳しくは、裏面をご置ください。

平成2均年の『石車町こよる健康被害の救請に周する去律J改正Iごより、
（キ刈r特男遺綾給付金jの支給対象が偉大され．改正前にま支給を畏げられなかった平成＂年沼周 27日以降！こ死亡した方の

ご;i僚についても支績を受けられるようになザました．
併＂ r特鳳遺族給付金』お，，ぴ「特別遺族軍慰金笥』についてそれまでの繍求期限が辺生霊呈されてい害す園

3 



［•お問い合わせ先一覧
労災保険鎗付・特別遺族給付金 （ 石 綿 健 康 被 害 教 済 制 度 ）I：ついて

《お 近 く の哲働基準監督署または都道府県労働局》 E監督署11総集

〔所在地一覧） ＂旬：／ /www.mhlw即 jp/kOL』seiroudoushou/shozaiannnai/roudoukyoku/

都道府県労働局労働基準部労災補償課

北海道 011(709)2311 石川 076(265)4426 岡山 日86(225)2019

青森 口17(734)4115 福多キ 。＂＇〔 22)2656 広島 082(221)9245 

岩手 日19(604)3009 山梨 055(225)2656 山口 国3(995)0374

宮城 022(299)8843 長野 026(223）口556 徳島 088(652)9144 

牧園 018(883)4275 岐阜 058(245)8105 香川 日87(811)8921

山形 023(624)8227 静岡 054(254)6369 愛媛 089(935)5206 

福島 024(536)46目5 愛知 052(97旦｝口＇＂ 高知 口88(885)6025

茨縫 029(224)6217 重 059(226)2109 福岡 092(411)4799 

栃木 028(634)9118 溢賀 077(522)6630 佐賀 0952(32)7193 

事時毘 027(昌日6)4738 原都 口75(241)3217 長崎 自由5（且日1)0034

治宝 048(600)6207 大阪 自由（自由4冒）6507 鮪本 096(355)3183 

千葉 043(221)4313 兵庫 。78(367)9155 大分 097〔536)3214

東尽 03(3512)1617 奈良 日742(32)0207 宮鴎 0985(38)8837 

神奈川 045(211)7355 利政山 自73(488)1153 鹿児島 0,日（223)8280

新潟 025(288)35日6 鳥取 0857(29)1706 沖縄 0,且（868)3559

富山 076(432)2739 島根 日852(31)1159

《ト厚l労ップ災生ペ認自ー定ジ由等『事ク省ロ業ーの場ズ一市ア覧ッー表プな厚ムど生ペ、労右働ー棉省情ヲ」報を》をク掲＇）ッ載ヲh」Jて雇tいp用：ま／・／す労w。働〕w「アwスJベnスhiト＂（石g綿~JPへお進みください。

ロ

《笥災保瞭相談ダイヤル》 0570-006[31/受伺諸問平日em～17:00

労銀保障佑村や特別遺簾給付金に聞する一般的指ご質問については、こちらでも受け付けていますロ
自主ご利用にあたって1"，通話料がかかります｛全国一樟料金〕。

救済給付（石綿健康被害救済制度）』こついて

《独立行政法人環境再生保全機構 CERCA）》

（フリーダイヤル） 0120-389-931 ／受付時間平自由：3日～17:30

〔ホームページ） h坑p://www.e,ca.gojp/as best。，／

《環境省地方環境事務所》 、 可 石 綿 醐ii、・
（ホームページ） h世p・，I/www.ee,.,o;,; ce,ica/ 
・北海道地方環境事務所（札担市） ・中部地方環境事務所（名古屋市） ー広島事務所（広島市）

011-299-1952 052-955-2134 082-511-0006 
－東北地方珊場事務所〔仙台市〕 ・近畿地方環境事務所〔大阪市） ・九州地方現場事務所［稿本市｝

022-722-2867 06-4792-0703 096-322-2411 
－関東地方環場事務所（さいたま市） ・中国四園地方E車場事務所（岡山市） ・福岡事務所（福凋市〉

048-600-0815 086-223-1581 092-437-8851 
ー新潟事務所（新潟市） －高松事務所（高松市）

025-280-9560 087-811-7240 

女上記のほか、最寄りの保健所でも欄餓・申摘を受け付けています。
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都道日府県労働局〈労災繍慣餌｝労働基準監督署連絡先ー覧

包E 畢且J M ' 



都道府県労働局｛労災補償課｝ー労働基準監督署連絡先一覧



都道府県労働局（労災補償際〉・労働基準監督署連絡先ー覧

住所



都道府県労働局｛労災補償保）労働基準監督署連絡先一覧

笠里



都道府県労働局〈労災補償課）労働基準監督署連絡先一覧



都道府県労働局〈労災補償腺〉労働基準監督署連絡先一覧

日司自l 韮E



都道府県労働局｛労災補償螺｝・労働基準監督署連絡先ー覧

住所





都道府県労働局｛労災補償際｝・労働基準監督署連絡先ー覧

潤回－－・ 皇里



都道日府県労働局（労災補償課ト労働基準監督署連絡先ー覧

厚生労働省労働益lU1繍慣関 電信審号 Oル52!31111（内線＂悶 54E4)


